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担保法制の見直しに関する中間試案

（概要）
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＜貸出金の担保内訳（2020年度）＞ ＜ABL※の実績推移（2008年度〜2020年度）＞
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（出典）帝国データバンク「企業の多様な資金調達手法に関する実態調査 調査報告書」（2021）
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融資における担保として重要な位置を占める

※Asset Based Lending。企業の事業価値を構成する在庫（原材料、商品）や
機械設備、売掛金等の資産を担保とする融資。

（動産・債権を含む）

（無担保）

（人的担保）

法制審議会担保法制部会 中間試案について

 不動産や個人保証に代わる担保の必要性等から、動産・債権を担保とする融資が注目されてきたが、それほど
増えていない。

 2021年２月、法務大臣から法制審議会へ諮問。

 同年４月以降、計29回の会議を実施し、2022年12月に中間試案を取りまとめ。
 2023年１月～３月にパブリックコメントを実施。

動産や債権等を担保の目的として行う資金調達の利用の拡大など、不動産以外の財産を担保の目的とする取引の実情等
に鑑み、その法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しを行う必要がある。

背景①：動産・債権を目的とする担保に関する検討の必要性

法制審議会担保法制部会における調査審議



背景②：ルールの明文化・明確化の必要性

 動産や債権の担保につき、実務では、民法に規定のない手法（譲渡担保等）が発展してきた。

譲渡担保 集合動産譲渡担保 所有権留保

• 債権の担保を目的として、担保設定者
から債権者に財産権を移転するもの。

• 譲渡可能なものであれば、どのような財
産であっても目的物とすることができる。

• （動産の場合）担保権者が目的物を
占有する質権と異なり、設定者が引き
続き目的物を利用することができる。

• 種類、所在場所、量的範囲等の方法
で特定された一定の範囲に属する動産
を集合物として譲渡担保の目的物とす
るもの。
（ex：特定の倉庫内の在庫等）

• 集合物に属する動産が入れ替わっても、
集合物としての同一性が損なわれない
限り、譲渡担保の効力が及ぶ。

• 売買において、代金が完済されてはじ
めて所有権が売主から買主に移転する
もの。

• 当事者間の合意によってすることができ
る。

• 買主は、代金の支払を怠らない限り、
売買契約時から目的物を利用すること
ができる。

① ルールの形成は判例に委ねられており、明文の規定は不存在…ルールの明文化が必要

② 判例がなくルールが不明確な論点も残されている…ルールの明確化が必要
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（動産）
 設定者による目的物の使用収益権限を規定
 同一の目的物に対する担保の重複設定可能
（債権）
 動産に関する規定の一部を適用

１．動産・債権を目的とする担保権の実体的効力

 動産の集合体（集合動産）を一括して担保の目
的とすることができることを明確化

 集合動産・集合債権担保が設定されている場合の
当事者の権限、第三者保護に関する規定の整備

２．集合動産等を目的とする担保権の実体的効力

 動産譲渡担保について、いわゆる登記優先ルールの
採用

 所有権留保の対抗要件の要否
 動産・債権譲渡登記制度の見直し

３．担保権の対抗要件及び優劣関係

 帰属清算方式・処分清算方式・競売のいずれかに
よることを明確化

 帰属清算・処分清算の手続を規定
 簡易迅速に引渡しを求める手続を創設
 集合動産担保・債権担保の実行手続を規定

４．担保権の実行

 別除権等としての取扱いを明文化
 中止命令・消滅許可の対象となることを明文化
 倒産手続開始申立特約の無効を明確化
 倒産手続開始後財産に対する担保権の効力

５．担保権の倒産手続における取扱い

 事業担保制度の導入の是非
 動産・債権以外の財産権を目的とする担保に関す

る規定の要否
 ファイナンス・リースの規定の要否
 普通預金を目的とする担保の規定の要否

６．その他

中間試案の内容

＜主な論点＞

 現行法上の「譲渡担保」「所有権留保」などの担保取引に適用される実質的なルールの内容についての試案を
示すもの。


